
山 形 県 

法人県民税 税率表 

均 等 割 法 人 税 割 

法 人 の 区 分 平成１9 年３月３1 日

以 前 に 終 了 し た

事 業 年 度

平成19 年4 月1 日

以 後 に 終 了 す る

事 業 年 度

法 人 税 額  

年 1,000 万円以下 

法 人 税 額

年 1,000 万円超

及び清算所得に対

す る 法 人 税 額

公共法人・公益法人（均等割のみ課される法
人） 

課税されません。 

公益法人及び人格のない社団等（収益事業を
行う場合） 

一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法
人を除く） 

資本金等の額を有しない法人（相互会社を除
く） 

資本金等の額が 1,000 万円以下の法人 

年額   20,000円 年額   22,000円

資本金等の額が 1,000 万円を超え 1 億円以
下の法人 

年額    50,000円 年額   55,000円

５．０％ ５．８％ 

資本金等の額が 1 億円を超え 10 億円以下
の法人 

年額  130,000円 年額 143,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下
の法人 

年額  540,000円 年額   594,000円

資本金等の額が 50 億円を超える法人 年額  800,000円 年額   880,000円

保険業法に規定する相互会社 
総資産から総負債を控除した純資産額を

資本金等の額とみなして上記区分を適用 

資産の流動化に関する法律第 2 条第 3 項に規定する特

定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 12 項に規定する投資法人 

資本金等の区分に応じて上記区分を適用 

５．８％ 

 注１ 平成 19 年 4月 1日以後に終了する事業年度からの均等割額には、「やまがた緑環境税（均等割の標準税額の 

   10%相当額）」が加算されています。 

 注２ 資本金等の額とは、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。 

    なお、確定申告は事業年度の末日、予定申告は前事業年度の末日、仮決算に基づく中間申告は事業年度開始の 

   日から６ヶ月を経過した日の前日における現況により判定します。 

 注３ 山形県内に事務所又は事業所を有していた期間が１年に満たない場合の均等割の額は、｛（年税額）×（事務所 

   又は事業所を有していた月数）÷12｝で計算した額となります。 

    この場合の月数は、暦に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たない端数は切り捨てます。 

 注４ 事業年度が１年に満たない場合の「法人税額年 1,000 万円以下」の判定については、｛（1,000 万円）×（事業 

   年度の月数）÷12｝で計算した金額で適用します。 

    この場合の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数は１月とします。 

 注５ ２以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人についての「法人税額年 1,000 万円以下」の判定は、関係 

   都道府県に分割される前の総額によります。 

 注６ 法人税において連結納税が適用される法人については、「法人税額」を「個別帰属法人税額」と、「事業年度」 

   を「連結事業年度」と読み替えます。（以下同じ。） 

 注７ 一般社団法人及び一般財団法人の非営利型に分類される法人については、法人税法第 2条第 6号による公益法 

   人等に含まれ、収益事業を行った場合は、その所得に対する法人税割も課税されます。 



山 形 県 

法人事業税 税率表 

税 率 

法人の区分 課 税 標 準 H20.9.30 以

前に開始した

事業年度 

H20.10.1 以

後に開始する

事業年度 

所得のうち年 400 万円以下の金額 ５.０％ ２.７％ 

所得のうち年 400 万円超 800 万円以下の金額 ７.３％ ４.０％ 
軽減税率 

適 用 

所得のうち年 800 万円超の金額（及び清算所得） ９.６％ ５.３％ 

普通法人（外形標

準課税法人以外

の法人）、公益法

人等（特別法人以

外の法人） 軽減税率 

不適用 

３都道府県以上に事務所等を有し、資本金又は 

出資金の額が 1,000 万円以上の法人 
９.６％ ５.３％ 

所得のうち年 400 万円以下の金額 ５.０％ ２.７％ 
軽減税率 

適 用 
所得のうち年 400 万円超の金額（及び清算所得） ６.６％ ３.６％ 

所
得
金
額
課
税
法
人 

特別法人（協同組

合、信用金庫、医

療法人等） 

所得割 

軽減税率 

不適用 

３都道府県以上に事務所等を有し、資本金又は 

出資金の額が 1,000 万円以上の法人 
６.６％ ３.６％ 

収入金額課税法人 

電気供給業、ガ 

ス供給業又は保 

険業を行う法人 

収入割 収入金額 １.３% ０.７％ 

所得のうち年 400 万円以下の金額 ３.８％ １.５％ 

所得のうち年 400 万円超 800 万円以下の金額 ５.５％ ２.２％ 
軽減税率 

適 用 

所得のうち年 800 万円超の金額（及び清算所得） ７.２％ ２.９％ 
所得割 

軽減税率 

不適用 
３都道府県以上に事務所等を有する法人 ７.２％ ２.９％ 

付 加 

価値割 
付加価値額 ０.４８％ ０.４８％ 

外
形
標
準
課
税
対
象
法
人 

資本金の額又は

出資金の額が１

億円を超える法

人 

資本割 資本金等の額 ０.２％ ０.２％ 

 注１ 事業年度が１年に満たない場合の軽減税率適用の所得区分は、{（所得区分の金額）×（事業年度の月数） 

    ÷12｝により計算した金額に読み替えて適用します。この場合の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない 

    端数は１月とします。 

  注２ 外形標準課税は、平成 16 年４月１日以後に開始した事業年度分から適用され、各事業年度終了の日における 

    資本金又は出資金の額により判定します。 

  注３ 平成 22年 10月１日以後の日に解散した法人については、清算所得課税が廃止され通常の所得課税となります。 

地方法人特別税 税率表 

法 人 の 区 分 税 率 

付加価値割、資本割及び所得割の合算額によって法人事業税を課税される法人 基準法人所得割額の 148% 

所得割によって法人事業税を課税される法人 基準法人所得割額の  81％ 

収入割によって法人事業税を課税される法人 基準法人収入割額の  81％ 

  注１ 地方法人特別税は、地域間の税源偏在の是正に対応するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われる 

    までの暫定措置として、法人事業税の税率引き下げとともに、新たに国税として創設されました。 

  注２ 地方法人特別税は、平成 20 年 10 月１日以後に開始する事業年度分から適用されます。 

 注３ 基準法人所得割額及び基準法人収入割額とは、上記法人事業税税率表により計算された税額です。 


